
京都市告示第   号 

 平成１６年９月７日付けで認可した沢尻町内会，平成２３年１２月１２日付

けで認可した西京極堤下町町内会，平成９年１月８日付けで認可した中部越後

屋敷町自治会，平成２０年１０月２８日付けで認可した小塩自治会について，

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により，告示された事項に変更が

あったとして届出があったので， 同条第１０項の規定により，次のとおり告示

します。 

 

  平成３０年７月２５日 

京都市長 門川 大作   

変更があった事項及びその内容 

 

１ 沢尻町内会 

  代表者の氏名 

変更前 変更後 

小東 宏樹 寺田 秀雄 

  代表者の住所   

変更前 変更後 

京都市右京区京北上弓削町沢ノ尻 

１０番地の１ 

京都市右京区京北上弓削町スノコバ

シ１１番地の１ 

 

２ 西京極堤下町町内会 

  代表者の氏名 

変更前 変更後 

辰島 正記   雅也 

  代表者の住所   

変更前 変更後 

京都市右京区西京極堤下町２０番地

の１６ 

京都市右京区西京極堤下町１８番地

の４６ 

 

 

 

 

２２４



３ 中部越後屋敷町自治会 

  代表者の氏名 

変更前 変更後 

服部 善之 中路 千津子 

  代表者の住所   

変更前 変更後 

京都市伏見区深草新門丈町１３番地 
京都市伏見区深草越後屋敷町６５番地

の１６ 

 

４ 小塩自治会 

  代表者の氏名 

変更前 変更後 

岡本 幸夫 長谷川 隆 

  代表者の住所   

変更前 変更後 

京都市西京区大原野小塩町１７１番

地 

京都市西京区大原野小塩町３９０番

地 

 （文化市民局地域自治推進室） 


